
ＮＰＯ法人秋葉原観光推進協会 10周年
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○ＮＰＯ法人秋葉原観光推進協会が２００７年９月設立して１０年が経ちました。
これを記念した10周年のイベントを10月6日（金）に計画しています。
詳細は、追ってご案内します。



千代田区商工振興基本計画に関して

2

・中小企業や商工業などの活性化に向けた取り組みの指針である「千代田区商工振興基
本計画」、平成29年3月に改定
・「コミュニティを大切にし、魅力あるまちを創造します」という基本理念のもと、今後の5年間
で区が取り組む基本施策や取組みの方向性、事業などを定めています。平成29（2017）年
度から平成33（2021）年度までの5年間

○「千代田区商工振興基本計画」にパブリックコメントを提出
・意見に基づく区の考え方を受け、話し合いや対応を行う。



AKIBA観光協議会の設立と連携

『AKIBA観光協議会』とは？
2016年7月に観光庁から、東京都千代田区秋葉原エリアが、「地域資源
を活用した観光地魅力創造事業」支援地域に選定され、目的を達成する
ために、協議会を設立し下記の事業を行った。

記

目的
・戦後から現代までの秋葉原文化を、「観て」「感じて」「体験」できる仕組みづくり
・地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を確認する
・行政、観光関係者、地元住民、事業者が一体となって活動する

事業
1.事業計画策定 / マーケティング調査
2.滞在コンテンツの充実・強化
3.地元での消費拡大 / メディア構築
4.公開講義・ワークショップの開催
5.来訪者受け入れ環境整備
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認定NPO法人の税制優遇処置に関して
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認定NPO法人になるためには、認定基準に適合する必要がある
認定基準（法第45条・法第47条）
1.パブリック・サポート・テスト（PST）に適合すること
相対値基準
絶対値基準
条例個別指定

2.事業活動において共益的な活動の占める割合が50％未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適正であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
8.設立の日から1年を経過していること
9.役員のうちに、欠格事由に該当しないこと

認定NPO法人とは？
NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するもの

↓

個人や法人が認定NPO法人の活動を支援するために寄付をする際には、
税制上の優遇処置がある。


